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議案第１９号  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改

正する訓令の制定について  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。  

平成２７年３月３０日提出  

上尾市教育委員会教育長   岡  野  栄  二  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改

正する訓令  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程（平成２２年上

尾市教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。  

第３条中「、図書館長及び図書館次長並びに公民館長」を「並びに図書館

長及び図書館次長」に改める。  

第６条の表公民館長、教育センター所長又は中学校給食共同調理場所長の

項中「公民館長、」を削る。  

第１４条の見出し中「公民館長等」を「教育センター所長等」に改め、同

条中「公民館長、」を削る。  

別表第２教育総務部教育総務課の表中５の項を６の項とし、４の項を５の

項とし、同表３の項中第１号を削り、第２号を第１号とし、同項第３号ア中

「、主幹及び公民館長」を「及び主幹」に改め、同号イ中「副主幹」を「公

民館長及び副主幹」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号から第７号

までを１号ずつ繰り上げ、同項第８号ウ中「、主幹及び公民館長」を「及び

主幹」に改め、同号エ中「副主幹」を「公民館長及び副主幹」に、「及び」

を「並びに」に改め、同号を同項第７号とし、同項第９号オ中「、主幹及び

公民館長」を「及び主幹」に改め、同号カ中「副主幹」を「公民館長及び副

主幹」に、「及び」を「並びに」に改め、同号を同項第８号とし、同項第１

０号ウ中「、主幹及び公民館長」を「及び主幹」に改め、同号エ中「副主幹」

を「公民館長及び副主幹」に、「及び」を「並びに」に改め、同号を同項第

９号とし、同項第１１号を同項第１０号とし、同項第１２号イ中「、主幹及

び公民館長」を「及び主幹」に改め、同号ウ中「副主幹」を「公民館長及び
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副主幹」に、「及び」を「並びに」に改め、同号を同項第１１号とし、同項

を同表４の項とし、同表中２の項を３の項とし、１の項を２の項とし、同表

に１の項として次のように加える。  

１  市 長 の 権 限 に

属 す る 事 務 の

う ち 教 育 委 員

会 が 委 任 を 受

けた事務に関  

上尾市立幼稚園の利用者負担額を

徴収し、減額若しくは免除し、又

は徴収の猶予をすること。  

   〇  

 する事項       

別表第２教育総務部生涯学習課の表１の項を次のように改める。  

１  市 長 の 権 限 に

属 す る 事 務 の

う ち 教 育 委 員

会 が 委 任 を 受

け た 事 務 に 関

する事項  

(1 )  上尾市立公民館の使用料を徴

収し、減免し、又は還付するこ

と。  

   〇  

(2 )  上尾市ギャラリーの使用料を

徴収し、減免し、又は還付する

こと。  

   ○  

 別表第２教育総務部生涯学習課の表２の項に次の３号を加える。  

(6 ) 上尾市立公民館の利用を許可し、又は当該許可に係

る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、若し

くは当該許可を取り消すこと。  

   ○  

(7 ) 上尾市立公民館の用に供する教育財産の目的外使用

を許可し、又は当該許可を取り消すこと。  

   ○  

(8 ) 上尾市立公民館集会室兼体育室を体育室として個人

に開放する日を決定すること。  

   ○  

 別表第２教育総務部生涯学習課の表中３の項を削り、４の項を３の項とし、

５の項を４の項とする。  

別表第４の１の項から３の項までの規定中「公民館長、」を削り、同表中

４の項を削り、５の項を４の項とし、同項の次に次のように加える。  

５  平方幼稚園長  上尾市立平方幼稚園の入園を許可すること。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

２６年法律第７６号）附則第２条第１項の場合においては、改正前の別表

第２教育総務部教育総務課の表３の項第１号の規定は、なおその効力を有
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する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  新教育委員会制度が開始及び上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する

条例（平成２７年条例第１２号）の施行並びに上尾市立公民館の館長の

職を変更することに伴い所要の改正を行うため、この案を提出する。
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